
 

 

集配業務の実態を踏まえた今後の取り組みについて 

 

 日本郵便（株）信越支社要員集配部は、本日（2月 19日）「集配業務の実態を踏ま

えた今後の取り組みに」について地方本部に説明してきました。 

 

ＪＰ労組は郵便・物流事業の構造改革等の対応について、会社と協議を行っている

ところです。 

これまでの経緯として、要員課題が深刻化する現状で、「日本郵政グループ中期経営計

画２０２０」で示されているとおり、成長分野である荷物分野へのシフト＝どのようにリソ

ースのシフトをはかっていくのか等、積極的に会社との協議に臨んでいかなければならない

と考えてきました。 

そのためには、現在の要員算出のあり方（モノサシ）が現場に即したものになっているの

かの部分から検証する必要があり、先ずは地方本部との連携のもと集配職場の要員配置状況

等の実態調査を実施したところです。 

併せて、本部は会社に対し、集配職場の実態については適切な把握が不可欠と強く

訴えて、本社主導による集配職場の実態（ヒアリング）調査（信越管内では５局）を

行ってきました。 

この様な経緯の中、上記の議論を進めるに当たり、ＪＰ労組の実態調査データと会

社保有データを用い、４月から導入される時間外労働時間の上限規制も見据えて、職

場毎の集配業務に関する課題・対策等について、職場労使委員会の窓口（単局窓口）

で意見交換を行うこととしました。 

なお、支社から当初出された各局のＡ～Ｄ分類は本社が示してきたものであり、参

照とするデータの内容に不足があるとの認識から、地本では参照データを追加させ、

改めて支社にＡ～Ｄ分類をさせました。 

協議を進めるに当たり、分類別に想定される課題および対策を支社資料②のとおり

地本で整理しましたので、以下のとおり対応願います。 

 

１．今後の取り組み 

（１）各局（職場）において支社が取りまとめた各局のＡ～Ｄ分類等のデータと課題

への対応について、 

①①①①    現場の実態と相違している点があれば職場窓口を通じて提起する。現場の実態と相違している点があれば職場窓口を通じて提起する。現場の実態と相違している点があれば職場窓口を通じて提起する。現場の実態と相違している点があれば職場窓口を通じて提起する。        

②②②②    課題解決に向けた取り組みの実効性が高まるよう職場窓口を通じて意見提課題解決に向けた取り組みの実効性が高まるよう職場窓口を通じて意見提課題解決に向けた取り組みの実効性が高まるよう職場窓口を通じて意見提課題解決に向けた取り組みの実効性が高まるよう職場窓口を通じて意見提
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起起起起    

を行う。 

上記２点の内容について支部に報告する。 

（２）支部は、各局（職場）の窓口対応の状況を把握し、必要なサポートを行うとと

もに、特異な状況等があれば随時地方本部に報告する。 

 

２．リソースシフトに関する自局問題点把握のポイント例 

・通集配の送達速度は確保できているか。 

・超勤が一部の社員に偏っていないか。 

・通区力の向上が計画的にできているか。 

・多様な郵便商品の知識を備えた集配作業ができているか。 

・二輪、四輪の一体化、同じ班に組み込まれているか。 

・複数班にまたがるメッシュがあるか。 

・業務量に応じた適正な要員配置となっているか。 

・計画年休の取得は計画的になっているか。 

 

３．郵便局段階の意思疎通について 

（１）意思疎通方法 

   職場労使委員会の窓口（単局窓口） 

（２）対象局 

   旧支店統合局 

（３）開催期限 

   ２月２８日（木） 

（４）意見交換にあたっての留意点等 

  ①各局のＡ～Ｄ分類と課題への対応策について会社側から説明の上、課題解決に

向けて実効性を高めていくための意見交換を行う。 

  ②労働力不足については、社会的な課題であるとの共通認識の上に、三六協定の

上限規制も視野に入れ、必要な労働力の確保にさらに取り組んでいくことを前

提に、労働力確保以外の具体的対策について見出していくことをめざして意見

交換を行う。 

 ③郵便局段階での意見交換では、「充足率」の算出根拠等のあり方に関する意見交

換は行わない。 

 ④労使双方、集配職場に精通した管理者または社員集配職場に精通した管理者または社員集配職場に精通した管理者または社員集配職場に精通した管理者または社員 1111 名を臨時の窓口担当補助者名を臨時の窓口担当補助者名を臨時の窓口担当補助者名を臨時の窓口担当補助者

として出席させることを可とする。として出席させることを可とする。として出席させることを可とする。として出席させることを可とする。 

 

地本は支社と協議を行い、開催期限が短い中、有意義な意思疎通の場とするために、

窓口でいきなり資料を提示するのではなく、事前に各局（職場）の資料を提示して組

合側の意見集約の時間を設けさせましたので、職場の実態に即した課題解決に向けた



意見交換の場としてください。 

 

なお、支部は別添の報告様式にて職場労使委員会の窓口（単局窓口）の内容を分会

ごとに取りまとめて、３月４日（月）までに地本にメールで報告願います。 

別添の支社資料④の Sheet１は支社で作成した各局の状況、Sheet２は組合で調査し

た集計表となっています。 

 

【労使対応】 旧支店統合局における職場労使委員会の窓口（単局窓口） 

 

 


